
船舶事故等調査報告書 

平成２４年４月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２長第４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年１１月２日 １４時０２分ごろ 

発生場所 佐賀県佐賀市早津
はやつ

江
え

川右岸の戸ヶ里
と が り

漁港（戸ヶ里地区） 

 早津江川口西灯台から真方位３５０°３,１８０ｍ付近 

（概位 北緯３３°１０.３′ 東経１３０°１９.２′） 

事故等調査の経過  平成２４年１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 大 竜
だいりゅう

丸、４.１トン 

   ＳＡ３－１６３２１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 豊
ほう

昌
しょう

丸、０.５トン 

   不詳、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷側外板に破口、凹損、擦過傷等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、戸ヶ里漁港（戸ヶ里地区）の係留

地を出発して海苔養殖漁場へ向けて同漁港内を約７～８ノットの速力で南

進中、平成２３年１１月２日１４時０２分ごろ早津江川の右岸付近に係留

されていたＢ船の右舷側とＡ船の船首とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １ 

海象：潮汐 高潮時 

 その他の事項  船長Ａは、ふだん早津江川の中央寄りを航行していたが、本事故当時は

右岸寄りを航行していた。 

 Ｂ船は、海苔養殖漁業に使用する水面上高さの小さい作業船（箱船）で

あり、本事故当時、‘早津江川右岸の川岸から約１０ｍ沖に設置されたブ

イ’（以下「本件ブイ」という。）に無人で係留されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

なし 

なし 

 Ａ船は、戸ヶ里漁港を南進中、船長Ａが、適切

な見張りを行っていなかったことから、本件ブイ

に係留中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件ブイに無人で係留されていたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、戸ヶ里漁港において、Ａ船が南進中、Ｂ船が係留中、船長Ａ

が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。  




